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＊「障がい」のひらがな表記について 

表記の問題そのものは障がい者施策において本質的なことではないという意見もありま

すが、「害」の字の印象の悪さ、マイナス的なイメージにより、差別感や不快を感じる方

や障がい者団体が少しでもおられるのであれば、その気持ちを尊重するという趣旨から、

本市においては、平成21年（2009年）２月１日以降、新たに市が作成する文書等において

「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがな表記としています。 

ただし、法令や条例等の名称に「障害」と規定されている場合は、漢字を用いていま

す。 


